
安全衛生通信
【令和７年７月号】

北海道労働局

見つける 判断する 対処する

基本的な考え方

事業者に義務付け

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」

対象となるのは

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境
下で連続１時間以上又は１日４時間を超え実
施」が見込まれる作業



この情報の詳細については、管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。

今回の職場における熱中症対策の強化に係る法令改正つ
いては、右の二次元コードから確認できます。

環境省の熱中症予防サイトから熱中症警戒アラートや暑さ
指数(WBGT)の実況と予測を確認することができます。

※ これはあくまでも参考例であり、職場の実情にあった内容にしましょう。

ファン付きベスト等の注意点
熱中症対策として現場で使用されるよう

になってきたファン付きベスト等は、溶

接・鋳造現場などの火花が飛ぶような場所

での使用は、服への着火や火傷の原因とな

るため、使用できない製品がありますので、

事前に確認してください。

外国人労働者に対する熱中症対策は、厚生労働省ＨＰに
掲載してある多言語リーフレット等を活用して、教育・周知を
行いましょう。
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